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一
、
は
じ
め
に

　
『
浄
全
』
一
七
巻
に
『
浄
宗
護
国
篇
』
と
い
う
版
本
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
本
書
の
成
立
に
つ
い
て
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
仲
秋

（
八
月
）
一
八
日
、
三
縁
山
衆
首
（
増
上
寺
学
頭
）
の
義
誉
観
徹
の

序
文
に
よ
れ
ば
、

現
住
縁
山
の
貫
首
顕
誉
大
僧
正
能
く
其
の
行
実
を
伝
へ
て
最
も

至
審
な
り
と
為
す
、　

貫
首
は
之
を
明
誉
上
人
に
稟
け
、
上
人

は
之
を
国
師
門
下
伝
道
の
正
統
随
波
上
人
に
承
く
、
其
の
稟
承

の
緒
有
る
遠
く
し
て
且
つ
正
し
、
吾
親
し
く
貫
首
の
口
授
を
聴

く
こ
と
凡
そ
再
び
に
曁
ぶ
、
な
お
之
を
陳
編
旧
記
に
参
考
し
、

因
て
併
す
る
に
縁
山
阿
弥
陀
佛
霊
像
の
原
由
及
び
感
験
の
事
を

以
て
し
、
乃
ち
大
信
の
良
信
師
を
し
て
記
録
せ
し
む
、
法
泉
の

珂
然
師
に
請
ふ
て
校
閲
せ
し
む
、（
原
漢
文
）１

と
、
観
徹
が
増
上
寺
現
住
顕
誉
祐
天
か
ら
親
し
く
聴
い
た
口
授
を
旧

記
と
対
照
し
て
、
高
崎
大
信
寺
の
良
信
が
筆
記
し
、
生
玉
法
泉
寺
の

珂
然
が
校
閲
し
た
も
の
と
あ
る
。
た
だ
し
巻
末
に
宝
永
七
年
（
一
七

一
〇
）
七
月
朔
日
良
信
謹
録
・
珂
然
校
閲
と
あ
る
の
で２

、
本
書
の
成

立
は
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
当
時
祐
天
は
伝
通
院
の
住
職
を
務
め
て
い

る
。
本
書
の
構
成
は
参
州
大
樹
寺
開
山
勢
誉
愚
底
大
和
尚
伝
・
参
州

大
樹
寺
中
興
登
誉
天
室
大
和
尚
伝
・
武
州
増
上
寺
中
興
観
智
国
師

伝
・
武
州
増
上
寺
阿
弥
陀
仏
霊
像
記
の
四
編
か
ら
な
る
。
本
書
の
性

格
は
僧
侶
の
伝
記
を
中
心
と
し
て
松
平
親
忠
と
愚
底
、
徳
川
家
康
と

天
室
・
存
応
と
の
交
流
や
、
家
康
の
念
持
仏
で
あ
っ
た
黒
本
尊
の
霊

験
譚
を
の
せ
て
い
る
な
ど
、
徳
川
家
と
浄
土
宗
の
親
密
性
を
強
調
し

て
い
る
。
で
は
『
浄
宗
護
国
篇
』
の
基
に
な
っ
た
「
祐
天
の
口
授
」

浄
土
宗
侶
の
徳
川
物
語

─
『
松
平
崇
宗
開
運
録
』
を
め
ぐ
っ
て
─

石　

川　

達　
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と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
先
述
の
観
徹
の
序
文
に
は

源
誉
存
応
門
下
の
定
誉
随
波
か
ら
明
誉
檀
通
を
経
て
祐
天
に
伝
承
さ

れ
た
行
実
だ
と
い
う
。
ま
た
祐
天
が
講
説
し
た
と
さ
れ
る
『
松
平
崇

宗
開
運
録
』（『
開
運
録
』
と
略
す
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
写
本
が
存
在

す
る
。『
開
運
録
』
は
『
三
縁
山
志
』
な
ど
で
十
八
檀
林
の
成
立
、

家
康
と
存
応
の
邂
逅
の
典
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ

の
信
憑
性
を
疑
う
玉
山
成
元
・
宇
高
良
哲
両
氏
を
は
じ
め
と
す
る
研

究
者
に
よ
っ
て
史
料
的
価
値
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た３

。
し
か
し

八
〇
年
代
に
近
世
初
期
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
朱
子
学
で
は
な
く
、

仏
教
思
想
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と４

、『
開
運
録
』
は
大
桑
斉
氏
ら
に
近
世
に
お
け
る
仏
教
治
国
論
の

資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た５

。
本
稿
で
は
浄
土
宗
侶
の

徳
川
物
語
で
あ
る
『
開
運
録
』
の
内
容
か
ら
そ
の
成
立
の
背
景
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、『
開
運
録
』
の
内
容

　

祐
天
講
説
の
『
開
運
録
』
の
諸
本
に
は
『
徳
川
啓
運
記
』『
大
樹

帰
敬
録
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
る
。
摂
門
の
『
浄
家
進
学
日
札
』

に
、

開
運
記
、
啓
運
記
、
松
平
崇
宗
開
運
記
、
大
樹
帰
敬
録
、
大
樹

崇
行
録
な
ど
名
を
改
め
け
れ
ど
、
い
づ
れ
も
同
し
文
言
に
て
三

巻
也
、
本
名
開
運
録
な
り６

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
本
に
よ
っ
て
そ
の
標
題
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、

内
容
に
そ
れ
ほ
ど
大
差
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
で
は
国
立
公
文
書

館
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
大
樹
帰
敬
録７

』
に
よ
っ
て
そ
の
内
容

構
成
を
み
て
み
た
い
。
本
書
は
上
中
下
三
巻
が
三
冊
に
分
冊
さ
れ
て

い
る
。
上
巻
は
親
氏
か
ら
家
康
の
父
広
忠
の
死
ま
で
が
記
述
さ
れ
て

い
る
。
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
親
氏
（
徳
阿
弥
）
松
平
太
郎
左
衛
門
家
に
入
婿

・
愚
底
が
親
忠
に
五
重
相
伝

・
大
樹
寺
の
開
創
と
山
号
院
号
寺
号
の
意
味

・
清
康
が
夢
中
に
是
の
字
を
見
る

・
清
康
の
急
死
（
森
山
崩
れ
）
と
広
忠
の
復
権

・
竹
千
代
（
家
康
）
織
田
・
今
川
の
人
質
と
な
る

・
家
康
が
広
忠
を
火
葬
し
た
跡
地
を
松
応
寺
と
す
る

　

勢
誉
愚
底
が
松
平
親
忠
に
五
重
を
授
け
る
故
事
は
化
他
五
重
の
濫

觴
と
さ
れ
、
今
日
の
五
重
相
伝
会
で
も
講
説
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
山
号
の
由
来
を
述
べ
る
な
か
で
愚
底
は
松
平
家
は
今
よ
り
七
代

の
内
に
天
下
を
取
る
も
の
が
現
れ
る
と
予
言
を
し
て
い
る
。
ま
た
あ

る
時
松
平
清
康
が
見
た
是
の
字
が
虚
空
に
光
り
輝
い
て
い
る
夢
を
龍
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海
院
の
住
職
が
夢
占
い
を
し
、
三
代
目
に
は
天
下
を
必
ず
と
る
と
判

じ
た
故
事
な
ど
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
家
康
に
よ
る
天
下
統
一
の
伏
線

が
張
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
中
巻
は
家
康
の
人
質
時
代
か
ら
関
東
入
部
ま
で
が
記
述
さ
れ

る
。

・
源
応
尼
（
家
康
の
祖
母
）
の
養
育

・
家
康
、
今
川
義
元
の
討
死
に
つ
き
大
高
城
か
ら
大
樹
寺
へ
逃
げ
込

む
・
大
樹
寺
天
室
が
家
康
に
伝
法
（
五
重
・
宗
脈
・
布
薩
）
を
授
け
る

・
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
旗
（
家
康
の
馬
印
）

・
祖
同
（
祖
道
、
素
道
）
の
奮
戦

・
家
康
、
天
室
に
日
課
六
万
遍
を
誓
う

　

家
康
（
竹
千
代
）
が
今
川
の
人
質
時
代
に
養
育
し
た
の
が
家
康
の

祖
母
で
あ
る
源
応
尼
で
、
彼
女
を
弔
う
た
め
に
華
陽
院
が
開
創
さ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
桶
狭
間
の
戦
い
で
今
川
義
元
が
討
死
す

る
と
家
康
は
大
高
城
か
ら
大
樹
寺
に
逃
げ
込
み
、
先
祖
の
墓
の
前
で

自
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
住
持
で
あ
る
登
誉
天
室
に
諌
め
ら
れ
る
。

そ
の
際
に
伝
法
を
授
け
、
安
国
院
殿
徳
蓮
社
崇
誉
道
和
大
居
士
と
い

う
法
名
が
授
与
さ
れ
る
。
ま
た
馬
印
に
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
旗
が

授
与
さ
れ
た
り
、
浅
草
松
平
西
福
寺
の
開
山
で
、
遠
州
大
念
仏
の
始

祖
と
い
わ
れ
る
素
道
了
伝
の
奮
戦
、
岡
崎
城
に
入
城
し
た
後
に
家
康

が
天
室
に
対
面
し
日
課
六
万
遍
を
誓
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

下
巻
で
は
家
康
の
関
東
入
部
か
ら
死
去
ま
で
が
記
述
さ
れ
る
。

・
増
上
寺
存
応
と
邂
逅

・
関
ヶ
原
の
合
戦
前
に
十
念
を
授
与
、
十
八
檀
林
の
制
定

・
存
応
と
普
山
（
不
残
）
が
家
康
に
天
海
を
紹
介

・
家
康
、
神
に
な
る
こ
と
を
存
応
に
相
談

・
大
阪
の
役
に
了
的
・
廓
山
の
従
軍
と
異
本
尊
の
活
躍

・
安
国
殿
安
置
の
家
康
像
に
つ
い
て

　

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
家
康
は
江
戸
に
入
る
が
、
当
時
龍

の
口
に
あ
っ
た
増
上
寺
の
門
前
に
い
た
存
応
と
偶
然
出
会
う
故
事
は

『
三
縁
山
志
』
な
ど
で
引
用
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る８

。
ま
た
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
の
合
戦
前
に
家
康
が
十
念
を
受
け
、
そ

の
際
に
存
応
は
「
草
モ
木
モ　

祐
（
枯
カ
）タ
ル
野
辺
ニ
只
独
リ
松
ノ
ミ
残
ル

弥
陀
ノ
本
願
」
と
い
う
古
歌
を
詠
じ
て
い
る９

。
こ
れ
は
順
阿
霊
沢
に

よ
っ
て
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
知
恩
院
の
御
詠
歌
に
採
用
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
『
浄
宗
護
国
篇
』
で
は
存
応
が
「
和
歌
を
吟
じ
て

曰
く
」（
原
漢
文10

）
と
あ
り
存
応
が
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
が
、『
大
樹

帰
敬
録
』
で
は
古
歌
を
詠
じ
た
と
あ
る
の
で
必
ず
し
も
存
応
の
作
と

は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
に
十
八
檀
林
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の
内
示
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
家
康
は
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
り
駿
府

に
移
住
す
る
と
、
あ
る
時
存
応
を
呼
び
寄
せ
た
と
い
う
。

某
願
ニ
ハ
生
ナ
カ
ラ
権
現
ト
成
テ
下
野
国
日
光
山
ニ
住
、
西
国

ヲ
一
目
ニ
詠
メ
、
永
ク
松
平
家
ノ
守
護
神
ト
ナ
ラ
ン
ト
思
フ
ハ

如
何
ニ
、
ト
有
リ
ケ
レ
ハ
、
国
師
云
、
尤
ニ
ハ
侯
ラ
ヘ
ト
モ
、

公
生
ナ
カ
ラ
神
ト
ナ
ラ
セ
玉
ハ
ヽ
、
実
者
ト
申
テ
永
劫
苦
海
ニ

沈
ミ
給
ナ
リ
、
自
身
ス
ラ
安
穏
ナ
ラ
ス
、
争
カ
他
ノ
苦
悩
ヲ
救

ヒ
タ
マ
ハ
ン
、
迚
モ
御
願
ニ
侯
ラ
ハ
ヽ
万
々
年
ノ
後
御
他
界
ア

ラ
ン
時
、
先
ツ
極
楽
ニ
往
生
ヲ
遂
ケ
、
成
等
正
覚
シ
即
時
ニ
還

来
穢
国
和
光
同
塵
シ
テ
権
現
ト
仰
カ
レ
玉
フ
ヘ
シ
、
是
ヲ
権
者

ノ
神
ト
申
ナ
リ11

、

　

家
康
は
「
生
き
な
が
ら
権
現
と
な
っ
て
永
く
松
平
家
の
守
護
神
と

な
ろ
う
と
思
う
が
、
ど
う
思
う
か
。」
と
質
問
し
、
存
応
は
「
生
き

な
が
ら
神
と
な
る
の
は
実
者
と
い
っ
て
永
劫
苦
海
に
沈
む
の
で
、
ま

ず
極
楽
に
往
生
し
て
正
覚
を
成
じ
、
還
来
穢
国
し
て
権
現
と
な
る
べ

き
で
あ
る
。」
と
答
え
て
い
る
。
家
康
の
死
後
に
崇
伝
と
天
海
に
よ

っ
て
神
号
を
明
神
か
権
現
に
す
る
か
論
争
し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く

で
あ
り
、
家
康
の
口
か
ら
権
現
に
な
ろ
う
と
語
っ
た
と
は
思
え
な
い

が
、
家
康
が
生
前
か
ら
守
護
神
に
な
る
決
意
を
し
て
い
た
こ
と
は
曽

根
原
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る11

。
ま
た
こ
れ
に
対
応
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
生
誉
霊
玄
の
「
浄
土
宗
六
師
伝
記
」
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ

で
は
家
康
が
臨
終
に
際
し
て
近
臣
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と

い
う
。吾

れ
生
涯
の
後
、
日
光
山
に
居
て
当
家
の
守
護
神
と
為
ら
ん
、

竊
に
聞
く
、
夫
れ
実
者
の
神
は
苦
有
り
、
権
者
の
神
は
憂
い
無

し
と
、
然
る
に
吾
れ
生
平
観
智
国
師
に
深
盟
多
年
た
り
、
願
く

は
師
の
道
力
に
依
て
幽
冥
を
最
明
せ
ん
、（
原
漢
文11

）

　

霊
玄
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
霊
山
寺
が
檀
林
に
復
帰
す
る

時
の
増
上
寺
住
職
で
あ
る
。「
浅
草
霊
山
寺
檀
林
再
興
之
記
録
」
に

よ
れ
ば
、
こ
の
時
祐
天
は
月
行
事
に
名
を
列
ね
て
い
る11

。
ま
た
所
在

は
不
明
で
あ
る
が
、
霊
玄
の
著
書
に
『
将
軍
年
譜
』
が
あ
る
こ
と
か

ら11

、
祐
天
は
霊
玄
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

三
、『
開
運
録
』
の
成
立

　
『
浄
家
進
学
日
札
』
で
は
『
開
運
録
』
成
立
の
経
緯
と
し
て
次
の

よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
て
い
る
。

祐
天
大
僧
正　

常
憲
院
殿
縁
山
江
入
御
の
時
、
熊
野
三
段
式
御

聴
聞
さ
せ
ら
れ
後
、
天
下
泰
平
の
言
な
く
滅
罪
は
い
か
に
も
浄

家
勝
れ
た
り
、
鎮
護
国
家
に
ハ
た
の
ミ
な
く
う
と
き
宗
な
り
と
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の
仰
の
時
、
貞
誉
大
僧
正
大
ひ
に
赤
面
さ
せ
ら
れ
し
と
也
、
そ

の
と
き
伝
通
院
祐
天
お
な
じ
く
そ
の
席
に
列
在
故
立
出
ら
れ
、

浄
家
に
て
ハ
日
々
夜
々
天
下
泰
平
を
祈
り
奉
り
し
故
、
今
日
何

も
別
に
殊
更
祝
祷
に
及
ハ
す
と
言
止
あ
り
し
か
ハ
、
上
に
も
少

し
は
御
快
よ
く
ゑ
ま
せ
給
へ
り
と
そ
、
凡
憲
廟
は
殊
に
国
家
の

事
を
の
ミ
第
一
に
思
召
給
ひ
し
か
は
、
厳
有
院
殿
の
御
時
も
大

老
列
相
の
言
上
を
御
聞
入
な
く
、
上
野
江
御
入
棺
の
御
沙
汰
ま

し
ま
せ
し
な
り
、

　

徳
川
綱
吉
が
増
上
寺
で
熊
野
三
段
式
を
聴
聞
し
た
時
、
綱
吉
が

「
浄
土
宗
は
先
祖
供
養
に
は
優
れ
て
い
る
が
、
鎮
護
国
家
に
は
疎
い

宗
派
で
あ
る
」
と
言
う
と
、
貞
誉
了
也
は
返
答
出
来
な
か
っ
た
。
す

る
と
伝
通
院
祐
天
が
「
浄
土
宗
は
日
頃
か
ら
天
下
泰
平
を
祈
っ
て
い

る
の
で
、
改
め
て
祷
る
に
は
及
ば
な
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
こ

で
綱
吉
は
鎮
護
国
家
と
い
う
仏
教
治
国
策
（
仏
教
に
よ
る
支
配
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
）
で
は
浄
土
宗
の
立
場
で
は
弱
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
確
か
に
鎮
護
国
家
の
た
め
の
祈
祷
と
い
う
面
で
は

浄
土
宗
は
天
台
・
真
言
に
比
べ
れ
ば
旗
色
が
悪
い
こ
と
は
頷
け
よ
う
。

ま
た
徳
川
家
綱
が
臨
終
し
た
際
に
も
、
増
上
寺
で
は
な
く
寛
永
寺
に

葬
っ
た
の
は
、
先
祖
代
々
の
宗
旨
よ
り
も
鎮
護
国
家
を
優
先
し
た
の

だ
と
い
う
。
こ
こ
で
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
没
し
た
家
綱
の
葬

儀
に
関
し
て
興
味
深
い
記
述
を
紹
介
し
た
い
。『
厳
有
院
伝
記
録
』

に
よ
る
と
家
綱
の
遺
言
と
し
て
寛
永
寺
で
葬
儀
を
執
り
行
な
う
と
い

う
幕
府
の
立
場
に
対
し
、
当
時
の
増
上
寺
住
職
広
誉
詮
翁
が
語
っ
た

言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

其
上
家
康
公
天
下
別
目
之
時
分
、
三
州
大
樹
寺
ニ
逃
込
め
ニ
切

眼
之
節
、
其
時
之
住
寺
幕
ニ
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
之
文
を
書
、

刹
那
ニ
ヲ
イ
ク
ヅ
シ
天
下
治
世
被
遊
候
、
則
家
康
於
大
樹
寺
、

松
平
天
下
治
世
之
内
ハ
浄
土
宗
門
替
有
間
敷
と
七
枚
之
神
文
被

為
成
候
、
此
神
文
・
幕
之
文
御
公
儀
ニ
て
御
写
被
成
、
于
今
御

城
ニ
御
写
御
座
候
、
今
度
御
宗
門
御
替
於
被
為
成
候
ハ
、
大
樹

寺
之
起
請
文
を
御
公
儀
へ
令
持
参
、
右
之
有
増
申
上
、
於
無
於

合
点
ハ
、
増
上
寺
ハ
不
及
申
、
権
現
様
・
台
徳
院
・
崇
源
院
之

御
仏
殿
と
指
上
、
其
上
日
本
国
中
浄
土
一
宗
之
儀
不
残
禿ツ
ブ
シ可
申

と
評
定
相
極
申
候11

、

　

こ
こ
で
詮
翁
は
天
室
が
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
旗
を
書
い
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
松
平
家
は
天
下
を
治
め
て
い
る
う
ち
は
宗
旨
替
え
を
し
な

い
と
家
康
が
誓
っ
た
七
枚
の
神
文
を
取
り
上
げ
、
も
し
そ
れ
で
も
納

得
が
い
か
な
い
の
な
ら
日
本
国
中
の
浄
土
宗
を
残
ら
ず
潰
し
て
も
構

わ
な
い
と
大
変
緊
迫
し
た
申
し
立
て
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
徳
川

家
は
宗
旨
替
え
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
家
綱
の
位
牌
を
立
て
法
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事
を
執
り
行
な
う
こ
と
な
ど
の
妥
協
案
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
大
樹
寺
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
徳
川
家
と
浄
土
宗
の
関
係
の

深
さ
を
示
す
切
り
札
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
当
時
祐
天
は
増
上

寺
の
学
寮
に
在
籍
し
て
お
り
、
師
匠
の
檀
通
か
ら
伝
承
さ
れ
た
徳
川

物
語
の
他
に
、
浄
土
宗
が
徳
川
家
代
々
の
宗
旨
で
な
く
な
る
と
い
う

危
機
意
識
の
中
で
、
詮
翁
や
霊
玄
に
影
響
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
た
伝
通
院
住
職
時
代
の
祐
天
は
増
上
寺
門
周
な
ど
と
共
に
頻
繁

に
江
戸
城
に
登
城
し
て
綱
吉
に
対
面
し
て
い
る
。
綱
吉
と
祐
天
の
関

係
に
つ
い
て
巖
谷
氏
の
研
究
が
あ
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
と

し
て17

、
年
時
は
不
明
な
が
ら
祐
天
と
綱
吉
の
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の

旗
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
。

前
方
モ
一
位
様
浄
土
御
信
向
ニ
テ
、
上
様
ニ
モ
浄
土
ニ
御
ス
ヽ

ミ
被
成
候
様
ニ
ト
テ
、
御
成
ノ
時
分
、
祐
テ
ン
罷
出
、
東
照
宮

ノ
浄
土
御
信
向
ニ
テ
、
エ
ン
エ
ト
コ
ン
ク
浄
土
旗
ノ
由
来
長
々

ト
イ
タ
サ
レ
ケ
レ
ハ
、
上
様
御
タ
イ
ク
ツ
ニ
テ
御
立
被
成
候
ヲ
、

引
ト
メ
被
申
候
、
御
待
候
ヘ
ト
テ
、
言
ヲ
終
ラ
ル
、
如
此
事
三

度
迄
、
御
立
被
成
候
ヲ
御
留
メ
被
申
候
也18

、

　

こ
の
よ
う
に
綱
吉
を
三
度
も
引
き
止
め
て
ま
で
家
康
の
話
を
し
た

祐
天
の
熱
意
と
強
引
な
と
こ
ろ
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
し
か

し
綱
吉
は
宝
永
六
年
一
月
に
没
す
る
と
、
ま
た
し
て
も
寛
永
寺
で
葬

儀
が
執
り
行
わ
れ
祐
天
の
努
力
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
年
四
月
に
弟
子
の
雲
洞
た
ち
の
伝
法
に
際
し
て
、

昔
御
当
家
ノ
御
先
祖
親
忠
公
ノ
御
安
心
ヲ
可
云
ソ
、
汝
等
モ
如

何
様
ノ
戒
師
ヲ
モ
セ
マ
イ
モ
ノ
テ
モ
ナ
イ
、
又
大
名
高
家
ノ
師

ニ
成
ル
コ
ト
モ
有
ル
モ
ノ
ゾ
、
偏
局
ニ
覚
ヘ
テ
相
承
ス
レ
ハ
、

俗
家
ハ
猶
迷
フ
ソ
ホ
ト
ニ
、
御
当
家
ノ
物
語
荒
々
ス
ル
ソ19

、

と
言
っ
て
、
大
名
高
家
の
戒
師
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
親
忠

や
家
康
の
五
重
相
伝
の
故
事
を
話
し
て
い
る
。
先
述
の
『
浄
土
宗
護

国
編
』
の
成
立
が
宝
永
七
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
祐
天
は
盛
ん
に

徳
川
物
語
を
講
演
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

祐
天
の
徳
川
物
語
は
一
方
で
は
『
浄
宗
護
国
篇
』
と
い
う
版
本
と

な
り
、
後
に
和
文
体
の
版
が
で
き
る
ま
で
流
通
し
、
一
方
で
は
『
開

運
録
』
な
ど
の
名
前
で
写
本
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
二
本

の
大
き
な
違
い
は
、
前
者
は
観
徹
が
浄
土
宗
の
高
僧
伝
と
し
て
書
き

換
え
た
の
に
対
し
、
後
者
は
徳
川
氏
創
業
説
話
と
し
て
祐
天
の
講
述

を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
田
氏
に
よ
れ
ば
、
享
保
七
年
（
一
七

二
二
）
の
出
版
条
目
で
、
徳
川
家
康
を
は
じ
め
将
軍
家
に
関
わ
る
本
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は
板
本
・
書
本
と
も
に
禁
止
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
、
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）
に
京
都
の
本
屋
仲
間
か
ら
出
さ
れ
た
『
禁
書
目
録
』
に
は

『
開
運
録
』
が
禁
書
リ
ス
ト
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る10

。

　

ま
た
江
戸
時
代
を
通
し
て
『
開
運
録
』
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ

て
い
る
。『
明
顕
山
寺
録
撮
要
』
に
は
『
大
樹
帰
敬
録
』
を
徳
川
吉

宗
が
内
覧
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が11

、
新
井
白
石
が
寒
川
儀
大

夫
に
送
っ
た
書
簡
に
は

松
平
開
運
録
之
儀
被
仰
下
候
、
定
て
浄
土
宗
よ
り
出
候
二
冊
有

之
候
、
板
行
の
書
の
儀
に
て
可
有
之
候
、
先
年
致
一
覧
候
成
蹟

に
採
用
可
申
事
一
件
も
無
之
候
、
開
運
録
を
用
申
候
は
ゞ
大
阪

御
陣
三
十
万
の
御
人
数
皆
黒
尊
佛
一
体
の
働
に
て
有
功
者
は
無

御
座
候11

、

と
し
て
、
採
用
す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

『
改
正
三
河
後
風
土
記
』（
成
島
司
直
改
撰
、
天
保
四
年
）
や
『
徳
川

実
紀
』（
林
述
斎
・
成
島
司
直
撰
、
天
保
一
三
年
）
の
引
用
書
目
に

『
開
運
録
』
を
あ
げ
て
い
る
が
、『
朝
野
旧
聞
裒
藁
』（
林
述
斎
撰
、

天
保
一
三
年
）
の
凡
例
で
は
『
開
運
録
』
は
偽
書
と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
祐
天
の
『
開
運
録
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
背
景
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
祐
天
が
徳
川
物
語
を
し
た
の
は
師
匠
の
檀
通
か
ら
の

口
伝
を
伝
持
し
て
い
た
の
に
加
え
、
霊
山
寺
が
檀
林
に
復
帰
し
、
十

八
檀
林
が
揃
っ
た
こ
と
で
、
家
康
が
十
八
檀
林
を
制
定
し
た
伝
説
が

注
目
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
最
大
の
要
因
と
し
て
先
祖

代
々
浄
土
宗
の
信
者
で
あ
る
徳
川
将
軍
家
が
相
次
い
で
天
台
宗
の
日

光
や
寛
永
寺
に
葬
ら
れ
、
浄
土
宗
か
ら
宗
旨
替
え
を
し
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
意
識
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
将
軍
の
葬
儀
が
増
上
寺
で
執
行
さ
れ
る
の
は
徳
川
家
宣
の

死
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

１
『
浄
全
』
一
七
、
六
一
四
頁
。 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
（
祐
天

寺
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
四
二
頁
。
本
稿
で
は
主
に
『
祐
天
寺

史
資
料
集
』
を
優
先
し
て
用
い
る
。

２ 『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
二
五
六
頁
。

３ 

『
浄
土
宗
大
辞
典
』
二
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
六
年
）「
檀

林
」
の
項
目
、
玉
山
成
元
『
中
世
浄
土
宗
教
団
史
の
研
究
』

（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
〇
年
）、
宇
高
良
哲
『
近
世
関
東
仏

教
教
団
史
の
研
究　

浄
土
宗
・
真
言
宗
・
天
台
宗
を
中
心
に
』

（
文
化
書
院
、
一
九
九
九
年
）、『
大
本
山
増
上
寺
史
』
本
文
編

（
増
上
寺
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。

４ 

末
木
文
美
士
『
近
世
の
仏
教　

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
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５ 

研
究
代
表
者
大
桑
斉
『
近
世
に
お
け
る
仏
教
治
国
論
の
史
料
的

研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
〇

年
）
な
ど
。

６ 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
四
八
二
頁
。

７ 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
に
所
収
、
第
五
種
。

８ 

『
浄
全
』
一
九
、
二
六
九
頁
、
二
七
三
頁
。

９ 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
一
八
五
頁
。

10 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
二
五
二
頁
。

11 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
一
八
七
頁
。

11 

曽
根
原
理
『
神
君
家
康
の
誕
生　

東
照
宮
と
権
現
様
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

11 

『
増
上
寺
史
料
集
』
一
（
増
上
寺
、
一
九
八
三
年
）、
一
八
四
頁
。

11 

『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
二
〇
三
頁
。

11 

『
三
縁
山
志
』（
浄
全
一
九
）
四
九
一
頁
。

11 

『
増
上
寺
資
料
集
』
九
（
増
上
寺
、
一
九
八
四
年
）
三
一
七
頁
。

17 

巖
谷
勝
正
『
浄
土
の
教
え
を
求
め
て
』（
祐
天
寺
、
一
九
九
九

年
）

18 

『
中
村
雑
記
』
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
九
（
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
）
五
九
四
頁
に
引
用
。

19 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
別
巻
伝
法
編
（
祐
天
寺
、
二
〇
〇
八
年
）

一
一
五
頁
。

10 

今
田
洋
三
『
江
戸
の
禁
書
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）

11 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
一
下
、
五
七
一
頁
。

11 

『
新
井
白
石
全
集
』
五
（
吉
川
半
七
、
一
九
〇
六
年
）、
三
七
〇

頁
。

附
記　

本
稿
は
祐
天
寺
の
資
料
集
編
さ
ん
事
業
に
お
け
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。




